
出
水
養
護
学
校
体
験
学
習
の

案
内

　

県
立
出
水
養
護
学
校
で
は
、
障

が
い
の
あ
る
幼
児
や
児
童
生
徒
と

そ
の
保
護
者
な
ど
に
、
教
育
内
容

や
指
導
方
法
な
ど
を
広
く
理
解
し

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
特
別
支

援
教
育
に
関
す
る
正
し
い
理
解
と

認
識
を
深
め
る
こ
と
な
ど
を
目
的

に
、
体
験
学
習
を
開
催
し
ま
す
。

○
日
時

　

９
月
25
日
（
金
）

　

午
前
8
時
50
分
～
午
後
２
時
30
分

○
対
象
者
（
保
護
者
含
む
）

①
平
成
28
年
度
就
学
予
定
の
幼
児

②
小
学
校
６
年
お
よ
び
中
学
校
３

年
に
在
席
し
て
い
る
児
童
生
徒

③
教
育
関
係
者
な
ど

○
申
込
受
付
期
間

　

８
月
24
日（
月
）～
9
月
7
日（
月
）

○
申
込
方
法

　

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
お
送
り

く
だ
さ
い
。

○
準
備
な
ど

　

上
履
き
持
参
の
う
え
、
体
育

服
、
ジ
ャ
ー
ジ
な
ど
を
着
用
く
だ

さ
い
。
給
食
は
あ
り
ま
せ
ん
。
弁

当
を
希
望
す
る
場
合
は
、
申
込
用

紙
に
必
要
数
を
記
入
く
だ
さ
い
。

（
弁
当
代
は
当
日
徴
収
し
ま
す
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
立
出
水
養
護
学
校
体
験
学
習
係

　

☎
（
63
）
３
４
０
０

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

に
つ
い
て

　

女
性
を
め
ぐ
る
様
々
な
人
権
問

題
の
解
決
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
専
用
電
話
回
線
「
女
性
の

人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
を
設
置
し

て
い
ま
す
。

　

相
談
内
容
は
問
い
ま
せ
ん
。
相

談
に
は
、
法
務
局
職
員
又
は
人
権

擁
護
委
員
が
応
じ
、
秘
密
は
厳
守

さ
れ
ま
す
。

○
設
置
場
所

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局

　

鹿
児
島
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

○
受
付
時
間

　

8
時
30
分
～
17
時
15
分

　
（
土
・
日
・
祝
日
除
く
）

○
電
話
番
号

　

全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
８
１
０

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

☎
０
９
９
（
２
５
９
）
０
６
８
４

高
校
生
の
税
の
作
文
募
集

　

国
税
庁
で
は
、
今
年
も
高
校
生

の
皆
さ
ん
か
ら
税
に
関
す
る
作
文

を
募
集
し
ま
す
。

　

テ
ー
マ
は
、「
税
の
意
義
と
役

割
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
」
で

す
。

　

内
容
は
、
税
に
関
す
る
ニ
ュ
ー

ス
や
身
近
な
税
の
話
題
に
つ
い
て

考
え
た
こ
と
な
ど
、
自
ら
の
言
葉

で
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば

何
で
も
結
構
で
す
。

○
募
集
作
文

　

８
０
０
字
以
上
１
２
０
０
字
以
内

○
締
切

　

平
成
27
年
９
月
４
日
（
金
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
税
務
署

　

☎（
62
）０
２
０
０［
自
動
音
声
案
内
］

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w

w
.nta.go.jp

県
立
姶
良
高
等
技
術
専
門
校

推
薦
入
校
生
募
集

　

県
立
姶
良
高
等
技
術
専
門
校
で

は
、
平
成
28
年
度
推
薦
入
校
生
を

募
集
し
ま
す
。

○
募
集
科
目

　

メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
科
、
情
報
処
理
課

○
募
集
人
員

　

各
科
10
人
程
度

○
訓
練
期
間

　

各
科
２
年

○
応
募
資
格

　
高
等
学
校
を
平
成
28
年
3
月
に

卒
業
見
込
み
の
人

○
願
書
受
付
期
間

　

9
月
1
日（
火
）～
9
月
25
日（
金
）

（
当
日
消
印
有
効
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
立
姶
良
高
等
技
術
専
門
校

　

☎
０
９
９
５
（
65
）
２
２
４
７

知
っ
て
い
ま
す
か
？
建
退
共
制
度

　

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
は
、

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
に
基
づ

き
建
設
現
場
労
働
者
の
福
祉
の
増

進
と
建
設
業
を
営
む
中
小
企
業
の

振
興
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た

退
職
金
制
度
で
す
。

　

事
業
主
の
か
た
が
た
は
、
現
場

で
働
く
労
働
者
の
共
済
手
帳
に
働

い
た
日
数
に
応
じ
て
掛
金
と
な
る

共
済
証
紙
を
は
り
、
そ
の
労
働
者

が
建
設
業
界
で
働
く
こ
と
を
や
め

た
と
き
に
建
設
業
退
職
金
共
済
か

ら
退
職
金
を
支
払
う
と
い
う
、
い

わ
ば
業
界
全
体
で
の
退
職
金
制
度

で
す
。

○
加
入
で
き
る
事
業
主

　

建
設
業
を
営
む
人

○
対
象
と
な
る
労
働
者

　

建
設
業
の
現
場
で
働
く
人

○
掛
金　

日
額
３
１
０ 

円

○
特
長

　

・
国
の
制
度
な
の
で
安
全
、
確

　

実
、
申
込
手
続
は
簡
単
で
す
。

　

・
経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価

　

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

・
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し

　

ま
す
。

　

・
掛
金
は
事
業
主
負
担
と
な
り

　

ま
す
が
、
法
人
は
負
担
、
個
人

　

で
は
必
要
経
費
と
し
て
扱
わ
れ
、

　

税
法
上
全
額
非
課
税
と
な
り
ま

　

す
。

　

・
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
、
退

　

職
金
は
企
業
間
を
通
算
し
て
計

　

算
さ
れ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金

　

共
済
機
構
鹿
児
島
支
部

　

☎
０
９
９
（
２
５
７
）
９
２
１
６

国
民
年
金
に
ゆ
と
り
を
プ
ラ

ス
「
国
民
年
金
基
金
」

　

国
民
年
金
基
金
制
度
は
、
自
営

業
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
人
な
ど
、

国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
て
い

る
60
歳
未
満
の
人
（
国
民
年
金
の

第
１
号
被
保
険
者
）
が
加
入
で
き

る
公
的
な
個
人
年
金
制
度
で
す
。

　

な
お
、
平
成
25
年
４
月
か
ら
60

歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
も
、
基
金

に
任
意
加
入
で
き
ま
す
。

○
今
の
わ
た
し
に

　

・
掛
金
は
全
額
所
得
控
除
で
、

　
　

税
金
が
お
得
。

　

・
掛
金
は
自
由
に
設
定
（
口
数

　
　

単
位
で
の
設
定
に
な
り
ま　

　
　

す
。
ま
た
、
途
中
で
の
変
更

　
　

も
可
能
で
す
。）

○
未
来
の
わ
た
し
に

　

・
基
本
は
終
身
年
金
。
一
生
涯

　
　

受
け
取
れ
ま
す
。

　

・
万
が
一
の
時
に
は
家
族
に
遺

　
　

族
一
時
金
も
。（
年
金
受
給

　
　

前
ま
た
は
保
証
期
間
内
に
お

　
　

亡
く
な
り
に
な
っ
た
場
合
。

　
　

た
だ
し
、
Ｂ
型
を
除
き
ま　

　
　

す
。）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
国
民
年
金
基
金

　

☎
０
１
２
０
（
65
）
４
１
９
２

　
　

０
１
２
０
（
20
）
６
２
４
３

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://www.kagosim
a-kikin.or.jp/
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